
第２次太宰府市男女共同参画後期プラン

令和２年度進捗状況報告

この報告書は、太宰府市男女共同参画推進条例第 15 条に基づき年次報告として 

公表するものです。 

太 宰 府 市 



※１　目標２の施策の方向４～７は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に規定する市町村計画を兼ねる。

※２　目標３の施策の方向１０は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に規定する市町村計画を兼ねる。
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目標 施策の方向 施策

1

1
男女共同参画の視点に立った

社会制度・慣行の見直しと意識の改革

①意識啓発の推進

②情報の提供

③行政広報・出版物の表現に関する配慮

④男女共同参画の視点に立った社会慣行の見直し
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2
男女共同参画の理解を促進する教育・

学習の充実

①学校等における男女共同参画の推進

②教職員等の男女共同参画に関する研修の充実

③家庭・社会教育の場における男女共同参画の推進

3
男性・若者世代にとっての男女共同参

画の推進

①男性へのアプローチ

②若者世代へのアプローチ

2

4
政策・方針決定過程への女性の参画の

拡大　※１

①市の各種審議会等への女性の積極的登用の促進

②市職員への女性の採用・登用・職域拡大・能力開発の推進

③各種公共団体・民間諸団体への女性の積極的登用の要請

④市民の参画機会の拡大
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5
雇用の分野における女性の活躍推進

※１

①事業所等における男女共同参画に関する理解促進

②女性の職業能力開発の支援

6 ワーク・ライフ・バランスの推進　※１
①市職員の職場環境の整備と取組支援

②市民・事業所等へのワーク・ライフ・バランスの理解促進

7
職業生活との両立を可能にする

子育て・介護への支援　※１

①ひとり親家庭への支援

②子育てへの支援

③介護への支援

8
地域・防災分野への男女共同参画の

推進

①地域活動における男女共同参画の推進

②防災・防犯における男女共同参画の推進

9 国際交流への男女共同参画の促進 ①外国人市民との交流

プランの推進体制
①推進体制の整備・強化

②市民との連携

3

10 配偶者等からの暴力の根絶　※２

①配偶者等からの暴力防止のための意識啓発の推進

②DV相談体制の充実

③被害者の保護と自立支援体制の充実だ

れ

も

が

互

い

の

人

権

を

尊

重

し

あ

う

社

会

づ

く

り 11 女性に対する人権課題への取組 ①女性が被害を受けやすい人権課題の啓発と相談

12 生涯を通じた男女の健康支援

①妊娠・出産への支援

②健康課題への支援

③心身の健康増進への取組

13 共生社会への推進

①多様な立場の人々への理解促進

②困難を抱えた女性等が安心して暮らせる支援

③だれもが共に安心して暮らせる環境整備
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第２次男女共同参画後期プラン 

令和２年度進捗状況概要及び令和３年度重点目標と具体的取組

１．令和２年度進捗状況概要 

目標１ 男女共同参画社会実現に向けての意識づくり 

施策の方向１．男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直しと意識の改革 

市民意識啓発の取り組みとして、例年男女共同参画市民フォーラムをプラム・カルコ

ア太宰府で開催していましたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため

開催することができませんでした。その代替事業として市ホームページに新型コロナウ

イルスとＤＶに関する寄稿文を掲載することで啓発に努めました。

また、６月の「男女共同参画週間」に合わせて、男女共同参画推進センタールミナス

で啓発パネルの展示を行うとともに、市ホームページに啓発パネルを掲載しました。例

年実施している街頭啓発は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。

新型コロナウイルスの影響で従来通りの事業を行うことが困難となっており、令和３

年度以降は動画配信等のオンラインを活用した啓発など、新たな取り組みを考えていく

必要があります。

市の広報やホームページ、パンフレット等については、職員一人ひとりが常に男女共

同参画の視点を踏まえ、「表現ガイドライン」に留意して作成しています。

施策の方向２．男女共同参画の理解を促進する教育・学習の充実 

学校教育や保育においては、各学校、保育所の方針や計画に基づき、男女共同参画を

含むあらゆる人権の視点に立った教育・保育を行っています。男女平等、固定的性別役

割分担意識の払拭、個性と能力を発揮し、男女がお互いを尊重し協力する心を育むこと

ができるよう、子どもの発達段階に応じ男女共同参画の視点に立った指導を心がけてい

ます。 

また、令和２年度に市内４中学校の標準服の見直しを行い、令和３年度から男女共通

のデザインで、ジェンダーレス化にも対応した制服を採用しました。 

男女共同参画社会の実現に向けた各種事業については、新型コロナウイルス感染拡大

の影響で、多くの事業が当初の計画通りの実施が難しくなりましたが、実施可能な事業

については、広報誌・ホームページ掲載やチラシの設置等を行って学習の機会を広く周

知しました。 

施策の方向３．男性・若者世代にとっての男女共同参画の推進 

  男性の家事自立支援事業として、男女共同参画推進センタールミナスでは男性向けや

親子で楽しむ料理教室を、保健センターでは家事技術向上と健康食への意識を高めるこ

とも意識した男性のための料理教室を開催しました。また、父親の子育て応援事業とし

て、子育て支援センターにおいては父親を対象とした子育て講座「パパとあそぼう！」

を、保健センターにおいては妊娠中から両親が一緒に育児を行う重要性を学ぶ「パパマ

マクラス」を、令和２年度も引き続き開催しています。コロナウイルスの感染拡大の影

響により在宅勤務の機会が増えたことで、家庭での関わり方にも変化が見られます。今

後も、男性中心型の労働慣行の見直しや、性別による役割にとらわれず、男性が主体的
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に家事・育児・介護に関わることの大切さを考える契機となり、多様なライフスタイル

を選択できる生き方を提案できる事業を展開していきます。

  市内大学や高校には「ちくし女性ホットライン」の周知カードやデートＤＶパンフレ

ットの配架をお願いし、デートＤＶ防止の啓発に努めました。今後も市主催の男女共同

参画に関するイベントに積極的に参加するよう呼び掛けていきます。また、新型コロナ

ウイルスの影響により市内大学生の登校機会が減っている現状を踏まえて、今後キャン

パスネットワーク会議の活用や、市内大学・学生への理解促進の進め方を検討していき

ます。 

目標２ あらゆる分野における男女共同参画の促進 

施策の方向４．政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

市の各種審議会等への女性の登用促進については、女性の意見等を市政に反映させ

るため、委員の改選時には団体選出に女性の推薦を依頼するなどして、積極的な登用を

働きかけています。 

一方、分野によっては女性の識見者が少ないことや、選出区分があて職の場合、指定

される職に就任している女性が少ないという現状があります。 

本市における各種審議会委員等の女性登用率は下表のとおり令和３年４月１日現在

で 26.1 パーセントとなっています。前年比のポイント数を下げた昨年からの増加は 0.1

ポイントにとどまり、プランの目標値である40パーセントから大きく乖離しています。

女性登用が進まない原因を分析し、登用率の低い審議会を持つ所管課へ個別に働きかけ

るなど、目標値に近づけるための取組みを検討します。 

   外郭団体・補助団体の女性登用率については決して低い水準ではありませんが、審議

会と同様に個別に団体を比較すると登用状況に差があるため、個々の団体の性質を尊重

したうえで、男女共同参画への理解を広げていきます。 

本市における各種審議会委員等の女性登用率（％）  

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

登用率 28.0 27.1 26.0 26.1 

※いずれも 4 月 1 日現在

施策の方向５．雇用等の分野における女性の活躍推進 

  企業、事業所に対する男女共同参画の理解促進については、労働に関する法制度やハ

ラスメント相談窓口の周知記事を広報に掲載しました。筑紫地区企業同和問題推進委員

会研修会を開催し、人権問題をとおして企業の社会的責任、働く女性の地位向上、すべ

ての人が働きやすい職場づくりについての理解促進を図りました。筑紫地区人権・同和

行政推進協議会研修会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止に

なりました。

また、令和元年度に行った市の指名入札参加者審査申請事業所対象の「男女共同参画

推進状況調査」を報告書としてまとめ、事業所へ送付することで啓発を図りました。

男女共同参画推進センタールミナスでは女性の職業能力開発と就業の支援として、医

療事務講座、起業・副業セミナーを実施するとともに、子育て女性のための再就職支援

として専門アドバイザーによる相談会を実施しました。
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今後は子育て中の女性のための再就職支援事業として、ハローワークとの連携も検討

していきます。

施策の方向６．ワーク・ライフ・バランスの推進 

職場環境整備については、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を策定し、多

様なライフスタイルに対応する子育て・介護への支援、男女共同参画やワーク・ライフ・

バランスの推進に努め取り組むこととしています。今後も、全職員に対し、年次休暇の

取得促進や、育児休業、介護休業制度の周知及び取得の促進に努めていきます。

市ホームページの男女共同参画週間の啓発ページに、ワーク・ライフ・バランスに関

する内容の啓発パネルを掲載しました。また、男女共同参画推進センタールミナスでは

ワーク・ライフ・バランスをテーマにセミナーを開催しました。

施策の方向７．職業生活との両立を可能にする子育て・介護への支援 

  子育てや介護の関する支援については、社会保障制度の適正な運営のもと、地域共生

社会の実現に向けて取り組みを進めています。今後も引き続き、広報や出前講座等で各

種制度の周知を図り、ひとり親家庭への支援、子育て・介護支援サービスの充実に努め

ていきます。

子育て環境の整備では、保育所入所待機児童対策として認可保育所の定員拡大を図り、

学童保育所事業、ファミリー・サポート事業とともに、今後もニーズに対応したサービ

ス向上に向けて取り組んでいきます。

子育て支援事業では「こんにちは赤ちゃん訪問」を実施し、概ね生後２カ月頃までの

乳幼児がいる世帯に保育士や保健師、助産師などが訪問・連絡し、育児についての相談

や情報提供を行いました。状況に応じて訪問回数を増やし、長期的に見守っていくなど、

きめ細やかなサポートを心がけています。

子育て支援センターでは、子育てに関する相談を受けるほか、のびのび広場、出前保

育、戸外であそぼう会等を開催し、親子が交流しながら楽しく過ごせる場所を提供しま

した。そのほかにも、子育て情報の発信や、市内の子育て支援サークルへの支援、地域

子育て支援センターとの連携を行っています。

介護環境の整備では、介護保険サービスの適正な供給に向けて、事業所の資質向上を

図っています。事業内容等の検査・指導を 7 事業所で行ったほか、ケアプランチェック

を 50 件実施しました。

また、高齢者のための介護予防教室や健康相談会、地域出前講座などを毎年実施して、

介護予防や健康活動についての啓発に努めており、引き続き広報やパンフレット配布な

どでも周知・啓発を行っていきます。

これからは男性の介護者が増えることも予想されます。性別にとらわれずに介護の負

担が軽減できるよう、相談窓口の包括支援センターの周知にも努めていきます。

男女共同参画推進センタールミナスでは、仕事と遠距離介護を両立した経験をもつ講

師によるセミナーを開催し、認知症や介護についての理解を深めました。

施策の方向８．地域・防災分野への男女共同参画の推進 

地域社会活動においては、広報や隣組回覧等を通じて、環境美化活動や健康づくりな

どの事業に対し、性別を問わず幅広い市民に協力を求めています。参加者の固定化や若

い世代の参加が少ないことから、地域に入りやすい環境づくりと、若い世代の地域活動
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への参画を、自治会とも協働して進めていきます。

防災分野においては、地域防災計画、避難所運営マニュアル等において男女の違いに

配慮した避難所運営を明記しています。自主防災組織の設置や運営に、女性や若い世代

の積極的な参画を求め、平常時から女性の視点を組み込んだ運営がされるよう助言して

います。

   性犯罪防止の取組として、防犯カメラを 1 基 2 台新設し、現在市内に合計 17 基 34 台

を設置しています。また、地域の防犯委員会などで最新の犯罪情報を共有しています。

今後は、学生などの若年層や子育て世代等への啓発手段の構築が課題です。

施策の方向９．国際交流への男女共同参画の促進 

国際交流事業への参画促進では、（公財）太宰府市国際交流協会が主催する国際交流

促進事業をとおし、在住外国人が同じ地域に暮らす住民として社会参画を促す仕組みづ

くりに取り組むとともに、ゲストティーチャーの派遣や通訳ボランティアの登録にも努

めています。

令和元年度中に行った在住外国人との座談会での指摘をもとに「在住外国人のための

太宰府市生活情報ガイドブック」の改訂を行いました。令和 2 年度は新型コロナウイル

スの影響で、ほとんどの交流事業が開催できませんでしたが、来年度以降も引き続き情

報収集に努め、在住外国人の意見を反映していきたいと考えます。また、各種事業の参

加状況については、留学生以外の在住外国人の参加が少ない傾向にあり、新規参加者を

増やしていけるような事業の展開が課題です。

目標３ だれもが互いの人権を尊重しあう社会づくり 

施策の方向 10．配偶者等からの暴力の根絶 

 例年実施しています男女共同参画市民フォーラムが開催できなかったため、代替事業

として市ホームページに新型コロナウイルスとＤＶをテーマにした寄稿文を掲載し啓

発を行いました。11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間中には市役所市民ギャ

ラリーや男女共同参画推進センタールミナスで、啓発パネル展を開催しました。 

新成人に配布するパンフレットに「デートＤＶ」について啓発記事を掲載することで、

若年層におけるＤⅤについての正しい理解促進に努めました。 

市内の中学校の取組みとして、1 年生を対象にデートＤＶに関する文書を配布しまし

た。令和３年度からは福岡県が実施する「性暴力対策アドバイザー」を活用した研修を

小・中学校において実施していきます。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で在宅勤務等が増加したことにより、ＤＶの増加

や被害者の孤立が課題となっています。ＤＶ相談体制の充実については、広報やホーム

ページに相談情報を掲載するとともに、相談窓口周知用カードと啓発シールの備付けに

ついて、市内公共施設をはじめ、市内の大学や高校、店舗、郵便局等にご理解・ご協力

を得ながら設置・配架を進めました。 

   また、男女共同参画推進センタールミナスにおいては、面談式のＤⅤ相談事業を平成

29 年度から開始し、悩みを抱える方が気軽に安心して相談できるよう、相談専門員を

月２回配置する体制をとっています。この相談事業については、ＤＶ被害者がいつでも

支援を求められるように、新型コロナウイルスによる影響で男女共同参画推進センター

ルミナスが閉館した際にも継続して行っています。 
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被害者の保護、自立支援については、状況に応じて庁内の関係課や外部機関と連携し、

個人情報の保護を徹底しながら、相談者の状況に応じた支援を引き続き行っていきます。 

施策の方向 11．女性に対する人権課題への取組 

市民意識啓発では、６月の「男女共同参画週間」及び 11 月の「女性に対する暴力を

なくす運動」期間に合わせて広報やホームページに啓発記事を掲載するとともに、市役

所市民ギャラリーや男女共同参画推進センタールミナスにおいてパネル展の開催と啓

発冊子等の配架を行い、女性を取り巻くあらゆる暴力防止の理解促進に努めました。 

   また、性暴力被害や職場におけるハラスメント、人権侵害などに対する専門相談機関

や相談窓口の周知については、庁舎１階ロビーや人権政策課窓口に常設配架するととも

に、広報やホームページ、パネル展においても、情報提供を図っています。 

施策の方向 12．生涯を通じた男女の健康支援 

母性保護の啓発については、母子健康手帳交付の機会を活用して、健康管理や働く女

性のための産休や育休制度について情報提供やアドバイスを行っています。

赤ちゃん訪問や乳幼児健康診査、妊婦相談等の母子保健事業の中で、個々の家庭や母

親の状況に応じた性感染症や家族計画などについての情報提供と相談を行いました。

特定保健指導として結果説明会や相談会を実施しました。令和 2 年度の特定健診やが

ん検診の受診率は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から例年と比較することは難し

いですが、安心して受診ができる環境づくりに努めたうえで未受診者への勧奨を行って

いく必要があります。

  心身の健康増進への取組としては、地域に根差した精神科医師によるこころの相談事

業を保健センターで実施しました。平成 30 年度に策定した「太宰府市自殺対策計画」

に沿って、自殺防止のための啓発、情報発信や、医療機関等との情報交換、及び「自殺

対策連絡会議」を開催して庁内連絡体制を整えていきます。特に若年者が利用しやすい

相談体制の検討が必要と考えています。

施策の方向 13．共生社会への推進 

共生社会の実現には、多様な立場の人の人権課題と男女共同参画の課題とを包括的に

考え理解することが必要です。

  障がい者の問題については、12 月の「障がい者週間」などに合わせて広報に関連記事

を掲載し、啓発を行いました。

困難を抱える人への支援については、ＤⅤ被害、貧困、障がい、高齢、ひとり親、性

的マイノリティ、外国人など様々な境遇によって支援も複雑化しています。令和 2 年度

は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、生活困窮に関する相談が大きく増え、新たな

支援にも取り組みました。今後も個人の状況に応じた相談・配慮を行いながら、関係課

や関係機関との連携を図り、問題解決に向けた自立支援や情報提供に努めます。 

   また、都市計画や道路、公園、公共施設等の整備にあたっては、男女共同参画の視点

をはじめ、誰もが共に安心して暮らせる生活空間の環境整備に努めています。 
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プランの推進体制  

プランの進行管理は、各所管課の実績を取りまとめ、推進本部幹事会、本部会議を経

て男女共同参画審議会に報告し意見等を求めます。審議会で了承を得た取組状況は市ホ

ームページで公開するとともに、審議会における意見、提言を庁内会議にフィードバッ

クし報告しています。 

男女共同参画推進センターの管理運営については、指定管理者、ルミナスと連携しな

がら、本市の男女共同参画の拠点施設としての機能充実を図るとともに、「指定管理者

制度運用ガイドライン」に沿って事業内容の評価検証を行っていきます。 

市職員への啓発については、令和２年度については新型コロナウイルスの影響で従来

通りの講義形式の研修をすることができなかったため、オンライン研修「男女共同参画

推進の基礎知識」に取り組み、市職員の意識向上に努めました。 
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2．令和３年度重点目標と具体的取組 

令和３年度の重点目標を次のとおり設定し、課題解決のために取り組んでいきます。 

目標１ 男女共同参画社会実現に向けての意識づくり 

令和３年度重点目標 市民の男女共同参画理解への促進 

市民意識を引き続き向上させるために、下記の具体的取組を行っていきます。 

＜具体的取組＞ 

・「男女共同参画週間」パネル展の実施      ６月 23 日(水)～29 日(火) 

・ルミナス主催「男女共同参画セミナー」 

   ６月 26 日(土)、11 月 13 日(土)、1 月 22 日(土) 

・太宰府市男女共同参画市民フォーラム   10 月に動画配信予定 

目標２ あらゆる分野における男女共同参画の促進 

令和３年度重点目標 女性の活躍推進のための啓発 

女性の活躍や企業事業所への理解を進めるために、下記の具体的取組を行っていきます。 

＜具体的取組＞

・審議会等の改選時における女性登用の見直し・改善 

 ・太宰府市男女共同参画に関する事業所アンケート調査（市民・事業所への理解促進） 

 ・自治会での 10 分プレゼンテーションの実施（地域への理解促進） 

目標３ だれもが互いの人権を尊重しあう社会づくり 

令和３年度重点目標 DV 相談機関周知の充実 

ＤＶ被害者支援を充実強化するために、下記の具体的取組を行っていきます。 

＜具体的取組＞  

  ・ＤＶ被害者支援庁内連携会議の開催            ８月以降予定 

  ・「女性に対する暴力をなくす運動」期間パネル展の実施  

                          11月 12日(金)～11月25日(木) 

・ＤⅤ防止街頭啓発の実施                11 月下旬予定 

・ＤＶ防止啓発パンフレットの作成・配布

  ・ＤＶ相談機関周知の充実 

  ・職員の相談援助技術向上のための研修参加 

プランの推進体制 

令和３年度重点目標 男女共同参画推進センタールミナスの充実、市職員の意識向上 

男女共同参画の拠点施設としての整備を行うとともに、推進体制を充実させます。 

＜具体的取組＞ 

 ・ルミナスからの情報発信の充実 

・ルミナス登録団体代表者会議の実施 

・男女共同参画職員研修の実施           令和３年５月実施 
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